
３ 公正取引委員会 

（要旨） 

（１）政策評価の枠組み 

 ① 平成 20 年度から 22 年度までの３年間を計画期間とする「公正取引委員会にお

ける政策評価に関する基本計画」(平成 20 年３月 28 日)及び１年ごとに定められ

る「公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、一般政策及び規制を対象に政

策評価が行われている（注）。 

② あらかじめ明らかにした政策体系に基づき事務事業レベルの政策について、実

績評価方式、事業評価方式及び総合評価方式により評価を行うこととされている。 
③ 実績評価方式による評価を行う政策については、必要に応じて、総合評価方式

による事後評価を行うこととされている。 

 

（注）評価書は、公正取引委員会ホームページで公表されている。 

http://www.jftc.go.jp/info/seisaku.html 

 

（２）政策評価の実施状況 

一般政策を対象とした実績評価方式による評価について審査を行った結果は、

以下のとおりである。 

ア 現状 

政策名「企業結合の審査（平成 20 年度）」等４件のすべてにおいて、目標に関

し達成しようとする水準が数値化等により特定されている。   

イ 今後の課題 

平成 21年度の評価でも、すべての政策で、少なくとも一つ以上の測定指標にお

いて、目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されたところであ

り、今後もこうした取組が進められることが期待される。 

一方で、実績評価方式による評価は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、こ

れに対する実績を測定して目標の達成度合いを評価することが基本である。その

他の測定指標についても、必要に応じて、目標に関し達成しようとする水準を数

値化等により特定することが可能か否か引き続き検討をすることが必要である。 

（説明） 

（１）政策評価の枠組み 

（基本計画等） 

平成 20年度から 22年度までの３年間を計画期間とする「公正取引委員会におけ

る政策評価に関する基本計画」(平成 20年３月 28日)及び１年ごとに定められる「公

正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、一般政策及び規制を対象に政策評価が

行われている。 

基本計画においては、政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保するため、
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あらかじめ明らかにした政策評価体系について網羅的に評価を行うこととされてい

る。また、政策評価を行うに当たっては、施策等の特性等に応じて合目的的に、「実

績評価」、「総合評価」及び「事業評価」やこれらの主要な要素を組み合わせた一貫

した仕組みなど、適切な方式を用いるものとされている。 

実績評価方式による評価を行う政策については、必要に応じて、これに加えて総

合評価方式による事後評価を行い、政策の効果や問題点等を把握するとともに、そ

の原因について分析・検証を行うこととされている。 

 

（取組状況－一般政策についての政策評価） 

一般政策については、図表Ⅱ－３－①のとおり、実績評価方式を中心に事後評価

が行われている。 

 

（取組状況－義務付け４分野の政策についての政策評価） 

義務付け４分野の政策のうち、規制については、図表Ⅱ－３－①のとおり、事業

評価方式による事前評価が行われている。 
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図表Ⅱ－３－① 公正取引委員会における政策評価の取組 

（注）１ 基本計画等を基に当省が作成した。 

   ２ 二重線で囲まれた評価は、基本計画で定められている評価が行われているものを、点線で囲まれた評価

は、基本計画で定められている評価が行われていないものを示す。 
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＜特徴＞ 

 政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保するため、あらかじめ明らかにした政策評価体系について網羅的に評価を

行うこととされている。また、政策評価を行うに当たっては、施策等の特性等に応じて合目的的に、「実績評価」、「総合評価」

及び「事業評価」やこれらの主要な要素を組み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用いるものとされている。 

 なお、事前評価については、基本計画において、政策効果の把握の手法に関する研究・開発を積極的に進め、その状況を踏

まえつつ順次実施に向けて取り組むものとされている。 

＜実績評価方式＞ 

対象： 

法違反行為に対す

る措置等継続的に

実施することが予

定されており、目標

に対してどのよう

な実績が挙がって

いるかを定期的に

測定する必要があ

る施策等 

 

実施状況： 

平成 14年 10月１件 

   15年６～８月 

       ４件 

   16年７月５件 

   17年３～７月 

       ６件 

   18年７月５件 

   19年７月４件 

20年８月５件 

21年７月４件 

＜総合評価方式＞ 

対象： 

多様な効果が期待

されるため、多角的

な分析が必要な施

策、その重要性から

掘り下げた分析が

必要な施策等 

 

実施状況： 

平成 15年６～８月 

       ２件 

   17年７～11月 

       ４件 

   18年７月２件 

   19年７月７件 

20年３～８月 

  ４件 

21年３～７月 

  ４件 

＜事業評価方式＞ 

対象： 

測定可能な特定の

政策効果を得るこ

とを期待して実施

した事務事業 

 

実施状況： 

平成 15年８月３件 

   16年７月１件 
 

＜事業評価

方式＞ 

対象： 

測定可能な

特定の政策

効果を得る

ことを期待

して実施す

る事務事業

に係る政策 

 

実施状況： 

－ 

＜事業評価方式＞ 

対象： 

測定可能な特定の政策効

果を得ることを期待して

実施する規制に係る政策 

 

実施状況： 

平成 20年３月３件 

21年２月１件 

＜総合評価

方式＞ 

対象： 

多様な効果

が期待され

るため、多

角的な分析

が必要な施

策、その重

要性から掘

り下げた分

析が必要な

施策等 

 

実施状況： 

－ 
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（２）政策評価の実施状況 

一般政策を対象とした実績評価方式による評価について審査を行った結果は、以

下のとおりである（総合評価方式による事後評価についてはⅠ－１－３参照）。 

ア 現状 

（審査の対象） 

実績評価方式による評価が行われ、平成 21年１月１日から 12月 31日までに評

価書が総務大臣に送付された４件を審査の対象とした。 

（評価の設計） 

実績評価方式による評価の対象となる政策ごとに、図表Ⅱ－３－②のとおり、

政策の目標が設定されている。具体的な達成状況については、測定指標を設定し、

その結果により政策効果を把握しようとしている。審査の対象とした４件の政策

評価は、１件当たり測定指標が５指標から 10指標設定され、合計では 31指標が

設定されている。 

また、目標の達成度合いの判定は、設定された測定指標により達成度合いや進

ちょく状況を測定し、その結果に基づき、事務事業レベルの政策単位で行われて

いる。 

 

   図表Ⅱ－３－②  公正取引委員会における実績評価方式による評価の基本構造 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 公正取引委員会の評価書を基に当省が作成した。 

 

 

 

 
例）政策名 企業結合の審査(平成 20年度) 
 

政策の目標 企業結合に対して迅速（第 1次審査については 30日以内、第 2次審査については 90

日以内）かつ的確な審査を行い、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を防止することにより、公正かつ自由な競争を維持・促進する。 
 
測定指標 

・合併、分割及び事業譲受け等の届出受理件数並びに株式所 

有報告書の提出件数 

 

（目標値：なし） 

・届出書受理後の法定手続に基づく審査状況 （目標値：原則として 30日以内） 

・事前相談事案の処理に要した日数（第１次審査） （目標値：30日以内） 

・事前相談事案の処理に要した日数（第２次審査） （目標値：90日以内） 

・産業再生関連事案における処理に要した日数 （目標値：30日以内（迅速審査

類型に該当する場合は原則

として 15日以内）） 

・企業結合審査によって保護された消費者利益 （目標値：なし） 

・専門的知識を有する職員の活用 （目標値：なし） 

・海外の競争当局との連携 （目標値：なし） 

・公表事例の頁数 （目標値：なし） 

・公正取引委員会のホームページに掲載されている公表事例 

へのアクセス件数 

（目標値：なし） 

 

 

政策(４件) 

 

 

政策の目標（４件） 
測定指標 

１件の評価につき５から10指標

計 31指標が設定 
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（共通の点検項目による審査－取組の工夫が求められる点） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測

定して目標の達成度合いについて評価する方式であることから、当該目標に関し

て達成すべき水準を明確にする必要がある。 

平成 21 年度の評価では、図表Ⅱ－３－③のとおり、20 年度に引き続き、評価

が行われた４件すべての政策で、少なくとも一つ以上の測定指標において、目標

に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されているが、その他の測定

指標については特定されていないものがある。 

 

図表Ⅱ－３－③ 目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されてい

る評価の割合（実績評価方式による評価） 

平成21年度

平成20年度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

割合

 
（注）１ 公正取引委員会の評価書を基に当省が作成した。 

２ 目標に関し達成すべき水準が数値化されている評価及び定性的であっても目標が達成される水準が

具体的に特定されている評価の割合を表す。 

  

イ 今後の課題 

平成 21 年度の評価でも、すべての政策で、少なくとも一つ以上の測定指標にお

いて、目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されたところであり、

今後もこうした取組が進められることが期待される。 

一方で、実績評価方式による評価は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これ

に対する実績を測定して目標の達成度合いを評価することが基本である。その他の

測定指標についても、必要に応じて、目標に関し達成しようとする水準を数値化等

により特定することが可能か否か引き続き検討をすることが必要である。 

100%(５件中５件) 

100%(４件中４件) 
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